
10広報ちとせ 令和６(2024) 年７月号11 広報ちとせ 令和６(2024) 年７月号

(
は
、
直
通
電
話
、　 

は
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
で
す
。

内
線
表
示
が
あ
る
と
き
、
夜
間
、
土
・
日
・
祝
日
、

12
月
29
日
～
１
月
３
日
は
、
市
役
所
の
代
表

(　
(24)
３
１
３
１
に
お
か
け
く
だ
さ
い
。

■FAX

市 役 所 か ら の お 知 ら せ

I  N  F  O  R  M  A  T  I  O  Nトヒック T O P I C

。お 知 ら せ

お願い

【
８
月
・
市
営
住
宅
入
居
者
募
集
告
知
】
広
報
ち
と
せ
８
月
号
、《
市
営
住
宅
窓
口
セ
ン
タ
ー 

( 

０
８
０
０

(800)
１
９
４
５
・ 　

(40)
８
４
０
０
》
の
入
り
口
掲
示
板
か
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
８
月
１
日
以
降
）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。［
市
営
住
宅
課
］

■FAX

《千歳市の介護保険の段階と年額保険料》
段
階 対象者 年額保険料

１

生活保護の受給者または老齢福祉年金の受給者で
世帯全員が市民税非課税の方 17,100円世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額
と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

２世帯全員が市民税非課税で､本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 29,100円

３世帯全員が市民税非課税で､本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 41,100円

４本人が市民税非課税で､世帯に市民税課税者がいて､課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方 54,000円

５本人が市民税非課税で､世帯に市民税課税者がいて､課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超える方 60,000円

６本人に市民税が課税されていて､合計所得金額が120万円未満の方 72,000円

７本人に市民税が課税されていて､合計所得金額が120万
円以上210万円未満の方 78,000円

８本人に市民税が課税されていて､合計所得金額が210万
円以上320万円未満の方 90,000円

９本人に市民税が課税されていて､合計所得金額が320万
円以上420万円未満の方 102,000円

10 本人に市民税が課税されていて､合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 114,000円

11 本人に市民税が課税されていて､合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 126,000円

12 本人に市民税が課税されていて､合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 138,000円

13 本人に市民税が課税されていて､合計所得金額が720万円以上の方 144,000円

▶ 減免の対象となる要件
左表の第２段階から第５段階の方で、次の
条件すべてにあてはまる方。
①世帯全員の前年の年間収入合計額（年金、
仕送り贈与なども含みます）が［単身世帯］
で 100 万円以下、［２人世帯］で 150 万円
以下、［３人世帯］で 200 万円以下、［４人
世帯］で 250 万円以下（以降、世帯員が１
人増えるごとに 50 万円を加算）
②扶養義務者による税などの扶養を受けて
いない
③世帯全員の現金、預貯金、国債、地方債
の合計が 350 万円以下 
④世帯全員が証券や株式などを保有してい
ない 
⑤世帯全員が自己居住用以外に不動産を所
有していない
▶ 申請に必要なもの
※必ず持参してください。

・申請書（介護保険担当窓口にあります。）
・介護保険被保険者証か納付通知書
・令和５年分の収入を明らかにする書類（源
  泉徴収票または確定申告書の控え）

・健康保険証・印鑑・預貯金通帳（コピー可）
▶ 減免の対象となる保険料
申請日の属する年度の介護保険料
▶ 減免額の計算方法
第１段階の保険料相当額まで減額（左表参照）

※１～５段階の合計所得金額は、年金収入にかかる所得分を除きます。

低所得者に対する介護保険料の減免について

【詳細】高齢者支援課 介護保険係
第２庁舎１階７ ((24)0297 ▪ＦＡＸ(23)6700

介護保険第１号被保険者（65 歳以上の方）の保険料は、所
得段階別の 13 段階に設定しています。このうち、特に収
入が低いと思われる方の保険料の一部を減免しています。

くらし

【
対
象
】・
紹
介
す
る
方
：
ど
な
た

で
も
何
度
で
も
可
（
市
外
在
住
者

も
可
）

・
紹
介
さ
れ
る
方
：
次
の
①
～
③

の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
紹
介
後

に
保
育
士
就
職
相
談
窓
口
（
ち
ー

マ
イ
ン
ダ
ー
）
を
通
じ
、
市
内
の

幼
児
教
育
・
保
育
施
設
と
３
か
月

以
上
の
雇
用
契
約
を
結
ん
だ
方

（
市
外
在
住
者
も
可
）

①
保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭
の
資
格

を
有
す
る
方

②
保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭
の
養
成

学
校
（
通
信
制
を
含
む
）
に
在
籍

し
て
い
る
方

③
保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭
と
み
な

す
こ
と
が
特
例
で
認
め
ら
れ
て
い

る
次
の
資
格
を
有
す
る
方
（
保
健

師
、
看
護
師
、
養
護
教
諭
、
小
学

保
育
士
紹
介
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

を
行
い
ま
す

第２庁舎
１階３

(23)
６
７
０
０

■FAX 
(24)
０
３
４
１

こ
ど
も
政
策
課

こ
ど
も
政
策
係

ち
と
せ
市
民
応
援
商
品
券
の

利
用
期
間
は
7
月
31
日
㈬
ま
で

商
業
労
働
課

商
業
振
興
係


(24)
０
５
９
８

(22)
８
８
５
１

■FAX

本庁舎
１階11

　
《
ち
と
せ
市
民
応
援
商
品
券

２
０
２
４
》
の
利
用
期
間
は
、
７

月
31
日
㈬
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す

の
で
、
期
間
内
に
お
忘
れ
な
く
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　
配
達
時
に
不
在
で
、
ま
だ
商
品

券
を
受
け
取
ら
れ
て
い
な
い
方

は
、
７
月
31
日
㈬
ま
で
市
役
所
本

庁
舎
１
階
11
番
窓
口
に
て
受
け
取

り
が
で
き
ま
す
。

ま
ち
づ
く
り
ア
ン
ケ
ー
ト

に
ご
協
力
く
だ
さ
い

企
画
課

企
画
推
進
係


(24)
０
４
４
２

(22)
８
８
５
２

■FAX

本庁舎
2階22

　
《
千
歳
市
民
ま
ち
づ
く
り
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
》
を
行
い
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、
市
の
総
合
計
画

《
千
歳
市
第
７
期
総
合
計
画
》
に

基
づ
い
て
市
が
計
画
的
に
進
め
る

ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
、『
市
民

の
皆
さ
ん
か
ら
ご
意
見
を
い
た
だ

き
、
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
の
参
考

と
さ
せ
て
い
た
だ
く
』
こ
と
を
目

的
と
す
る
も
の
で
す
。

【
対
象
】
市
内
在
住
の
18
歳
以
上
の

方　
３
０
０
０
人
（
無
作
為
抽
出
）

【
調
査
方
法
】
調
査
票
を
郵
送
ま

た
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ
に
よ
り
回
答

【
回
答
期
限
】
７
月
16
日
㈫
ま
で

環
境
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

に
ご
協
力
く
だ
さ
い

環
境
課

環
境
計
画
係


(24)
０
５
９
０

(22)
８
８
５
１

■FAX

本庁舎
1階15

　
《
千
歳
市
の
環
境
に
関
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
》
を
行
い
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、
環
境
行
政
の
基

本
的
な
指
針
と
な
る
、《
第
３
次

千
歳
市
環
境
基
本
計
画
》
の
取
組

内
容
の
見
直
し
に
あ
た
り
、
市
民

の
皆
さ
ん
の
環
境
行
政
に
対
す
る

ご
意
見
や
実
態
な
ど
を
把
握
し
、

今
後
の
環
境
行
政
に
活
用
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
す
。

【
対
象
】
市
内
在
住
の
20
歳
以
上
の

方　
１
２
０
０
人
（
無
作
為
抽
出
）

【
調
査
方
法
】
調
査
票
を
郵
送
ま

た
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ
に
よ
り
回
答

【
回
答
期
限
】
７
月
19
日
㈮
ま
で

校
教
諭
）

【
申
請
期
限
】
令
和
７
年
３
月
31
日

【
謝
礼
品
】
紹
介
す
る
方
、
さ
れ

る
方
そ
れ
ぞ
れ
に
ギ
フ
ト
カ
ー
ド

（
三
千
円
分
）
を
贈
呈
。

【
紹
介
方
法
】
次
の
二
次

元
コ
ー
ド
か
ら
申
請

※
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん

か
～
市
税
の
電
話
案
内

納
税
課

納
税
係


(24)
０
１
６
９

(23)
６
７
０
０

■FAX

第２庁舎
１階４

　
《
納
税
案
内
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
》

の
オ
ペ
レ
ー
タ
ー（
電
話
交
換
手
）

が
、
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
の
確

認
が
と
れ
て
い
な
い
方
に
、
電
話

で
納
税
の
お
知
ら
せ
を
し
て
い
ま

す
。

【
対
象
税
目
】
市
道
民
税
、
固
定

資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
軽
自
動

車
税
、
法
人
市
民
税

【
開
設
期
間
】
７
月
１
日
～
12
月

27
日
／
平
日
の
８
時
45
分
～
17
時

15
分

【
詳
細
】
納
税
案
内
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー　
( 

(24)
０
０
２
１

振 り 込 め 詐 欺 な ど に 注 意 し ま し ょ う

電話での納税案内は、必ずオペレーターが「千歳市納税案内コー
ルセンターの○○（名前）です」と名乗り、納付忘れの税目や税額、
納期限などをお知らせします。
電話案内の後に、直接集金に伺うことはありません。また、特定
の金融機関名や口座番号を指定し、ＡＴＭ（現金自動預払機）の
操作や窓口での振り込みを指示することは絶対にありません。
不審な電話があったときは、納税課に連絡してください。

   運行日 ８月 13 日（火）

霊園の駐車場はお盆期間中大変混み合います。

市民生活課 生活環境係（第２庁舎２階９）
 (24)0261 ■FAX (27)3743

千歳霊園・末広霊園への

無料送迎バスを運行します

 ※末広霊園の最寄り停留所は《清流６丁目》。

末広霊園のお盆期間における
車両の混雑解消のため

臨時駐車場を開設します。
次の期間中、臨時駐車場を開設します。
末広霊園付近の路上駐車は近隣住民の迷
惑となりますので、臨時駐車場のご利用を
お願いします。

【開設期間】８月 13 日～ 15 日／９時～ 16 時
【ところ】末広小学校グラウンド（末広プー

ル横から入場してください）

　
７
月
は
、こ
ど
も
家
庭
庁
の《
青

少
年
の
非
行
・
被
害
防
止
全
国
強

調
月
間
》、
法
務
省
の
《
第
74
回

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
》、
北

海
道
の
《
青
少
年
の
非
行
・
被
害

防
止
道
民
総
ぐ
る
み
運
動
強
調
月

間
》
で
す
。

　

市
で
は
、《
千
歳
市
青
少
年
非

行
・
被
害
防
止
市
民
総
ぐ
る
み
運

動
・
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
》

と
し
て
各
種
啓
発
を
展
開
し
ま

す
。

　
次
の
世
代
を
担
う
青
少
年
の
育

成
は
、
社
会
全
体
の
課
題
で
す
。

地
域
が
一
体
と
な
っ
て
、
青
少
年

の
非
行
・
被
害
防
止
の
た
め
の
取

り
組
み
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

青
少
年
非
行
・
被
害
防
止

市
民
総
ぐ
る
み
運
動

青
少
年
課

青
少
年
指
導
係

(24)
０
８
６
２

(27)
３
７
４
３

■FAX

第２庁舎
２階 10

停留所名 第１便 第２便
福祉センター前 発 ８時15分 10時10分
市役所前 発 ８時16分 10時11分
仲の橋通 発 ８時18分 10時13分
千歳駅前 発 ８時23分 10時18分
末広４丁目 発 ８時25分 10時20分
うたり団地 発 ８時27分 10時22分
清流６丁目 発 ８時30分 10時25分

千歳霊園 着 ８時40分 10時35分
発 ９時40分 11時35分

清流６丁目 着 ９時48分 11時43分
うたり団地 着 ９時50分 11時45分
末広４丁目 着 ９時51分 11時46分
千歳駅前 着 ９時54分 11時49分
仲の橋通 着 ９時56分 11時51分
市役所前 着 ９時58分 11時53分
福祉センター前 着 10時00分 11時55分

⇒

 ※「千歳駅前」と「末広４丁目」の停留所の位置 
　 が昨年と変わっていますので、ご注意ください。

「北桜コミセン」　⇒「千歳霊園」
（富丘コミセン経由）

停留所名 時　刻
北桜コミセン 発 ９時05分
新富ほっとす 発 ９時10分
北栄団地前 発 ９時11分
富丘コミセン 発 ９時13分
清流６丁目 発 ９時17分

千歳霊園 着 ９時27分
発 10時45分

清流６丁目 着 10時53分
富丘コミセン 着 10時57分
北栄団地前 着 10時59分
新富ほっとす 着 11時02分
北桜コミセン 着 11時07分

⇒

「市役所」　⇒「千歳霊園」
（千歳駅前経由）
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納
税
課  

( 　
（24）
０
１
６
９  

　　
（23）
６
７
０
０

■FAX

７
月
は
、固
定
資
産
税・都
市
計
画
税
の
第
２
期
の
納
付
月
で
す
。
市
税
納
付
夜
間
相
談
は
５
月
、12
月
、３
月
の
年
３
回
の
実
施
と
な
り
ま
す
。

(27)
３
７
４
３

■FAX

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試

験
の
ご
案
内

学
校
教
育
課

学
校
教
育
係


(24)
０
８
３
９

第２庁舎
2 階 10

　
こ
の
試
験
は
、
病
気
な
ど
や
む
を

得
な
い
理
由
で
保
護
者
が
小
中
学
校

に
就
学
さ
せ
る
義
務
を
猶
予
ま
た
は

免
除
さ
れ
た
子
に
対
し
て
、
国
が
中

学
校
卒
業
程
度
の
学
力
が
あ
る
か
ど

う
か
を
認
定
す
る
た
め
に
行
う
も
の

で
す
。
合
格
者
に
は
、
高
等
学
校
の

入
学
資
格
が
与
え
ら
れ
ま
す
。

【
受
験
資
格
】
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
方

①
就
学
義
務
猶
予
免
除
者
ま
た
は

就
学
義
務
猶
予
免
除
者
で
あ
っ
た

方
で
、
令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で

に
満
15
歳
以
上
に
な
る
方
、
②
保

護
者
が
就
学
さ
せ
る
義
務
の
猶
予

ま
た
は
免
除
を
受
け
ず
、
令
和
７

年
３
月
31
日
ま
で
に
満
15
歳
に
な

る
方
で
、
そ
の
年
度
の
終
わ
り
ま

で
に
中
学
校
を
卒
業
で
き
な
い
と

見
込
ま
れ
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
や

む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
文
部

科
学
大
臣
が
認
め
た
方
、
③
令
和

７
年
３
月
31
日
ま
で
に
満
16
歳
以

上
に
な
る
方
（
①
と
④
を
除
く
）、 

④
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
方

で
、
令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で
に

満
15
歳
以
上
に
な
る
方

【
試
験
日
程
】
10
月
17
日
㈭

【
試
験
会
場
】
北
海
道
立
生
涯
学
習

推
進
セ
ン
タ
ー
（
か
で
る
２・
７
）

【
出
願
期
間
】
８
月
30
日
㈮
ま
で

【
詳
細
】
文
部
科
学
省
総
合
教
育

政
策
局
生
涯
学
習
推
進
課

(
０
３
（
５
２
５
３
）
４
１
１
１

　
７
月
８
日
か
ら
市
内
各
所
で
販

売
さ
れ
る
「
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝

く
じ
」
は
、
都
道
府
県
が
発
売
主

体
と
な
る「
市
町
村
振
興
宝
く
じ
」

で
す
。

　

こ
の
宝
く
じ
の
売
上
金
の
一
部

は
、
毎
年
、
千
歳
市
に
も
交
付
金
と

し
て
歳
入
（
令
和
５
年
度
は
、
宝
く

じ
交
付
金
収
入
２
４
４
９
万
４
千
円
）

さ
れ
て
お
り
、
ま
ち
づ
く
り
や
市
民

の
福
祉
向
上
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

【
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
に
関
す
る
詳
細
】

（
公
財
）
北
海
道
市
町
村
振
興
協
会


０
１
１
（
２
３
２
）
０
２
８
１

　

０
１
１
（
２
２
１
）
５
８
６
６

地
域
振
興
に
活
用
し
て
い
ま
す

宝
く
じ
交
付
金

財
政
課

財
政
係


(24)
０
５
４
１

(22)
８
８
５
４

■FAX

本庁舎
4階 46

■FAX

(49)
２
０
５
５

■FAX

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は

戸
籍
住
民
課

年
金
係


(24)
０
２
６
７

第２庁舎
１階１

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年

金
保
険
料
（
月
額
１
万
６
９
８
０

円
）
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
と

き
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
全

額
ま
た
は
一
部
が
免
除
さ
れ
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。

【
対
象
と
な
る
所
得
基
準
】
本
人
、

配
偶
者
、
世
帯
主
そ
れ
ぞ
れ
の
前

年
所
得
が
下
表
の
計
算
式
で
算
出

し
た
所
得
基
準
の
範
囲
内
の
と
き

（
失
業
に
よ
る
特
例
制
度
あ
り
）

【
免
除
時
の
納
付
額
】
令
和
６
年

度
は
、
下
表
の
と
お
り

※
全
額
免
除
以
外
の
方
は
、
減
額

さ
れ
た
保
険
料
を
納
付
し
な
け
れ

ば
未
納
扱
い
に
な
り
、
将
来
の
老

齢
基
礎
年
金
の
額
に
反
映
さ
れ
な

い
ほ
か
、
障
が
い
や
死
亡
な
ど
不

慮
の
事
態
が
生
じ
て
も
年
金
を
受

給
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

【
期
間
】
令
和
６
年
７
月
分
～
令

和
７
年
６
月
分

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】
年
金
手

帳
ま
た
は
納
付
書
な
ど
基
礎
年
金

番
号
が
わ
か
る
も
の
、
雇
用
保
険

受
給
資
格
者
証
ま
た
は
雇
用
保
険

被
保
険
者
離
職
票（
本
人
、配
偶
者
、

免除の対象となる
所得基準

１か月の
納付額

年金額への
反映割合

全額免除 (扶養親族等の人数＋１）
×35万円＋32万円 　0円 １/２

１/４納付
(３/４免除)

88万円＋扶養親族等控除額
＋社会保険料控除額など 4,250円 ５/８

半額納付
(半額免除)

128万円＋扶養親族等控除額
＋社会保険料控除額など 8,490円 ６/８

３/４納付
(１/４免除)

168万円＋扶養親族等控除額
＋社会保険料控除額など 12,740円 ７/８

※年金額への反映割合は、定額の保険料（16,980円）を納付したときを１とする。

世
帯
主
の
方
が
令
和
４
年
12
月
31

日
以
降
に
離
職
し
て
い
る
と
き
）

●
そ
の
ほ
か
の
免
除
制
度

　

50
歳
未
満
の
方
は
《
納
付
猶
予

制
度
》、
学
生
の
方
は
《
学
生
納
付

特
例
制
度
》、
出
産
の
際
は
《
産
前

産
後
期
間
の
免
除
制
度
》
が
あ
り

ま
す
。（
い
ず
れ
も
申
請
が
必
要
）

　
８
月
か
ら
使
用
す
る
《
子
ど
も

医
療
費
受
給
者
証
》、《
ひ
と
り
親

家
庭
等
医
療
費
受
給
者
証
》、《
重

度
心
身
障
が
い
者
医
療
費
受
給
者

証
》
の
更
新
を
行
い
ま
す
。

新
し
い
医
療
費
受
給
者
証

を
送
り
ま
す

国
保
医
療
課

医
療
助
成
係


(24)
０
２
８
９

(23)
６
７
０
０

■FAX

第２庁舎
１階２

制度

夏
の
交
通
安
全
運
動

（
７
月
13
日
～
22
日
）

市
民
生
活
課

防
犯
・
交
通
安
全
係

(24)
０
２
６
３

(27)
３
７
４
３

■FAX

第２庁舎
２階９

　
交
通
ル
ー
ル
を
確
認
し
、
思
い

や
り
の
あ
る
交
通
マ
ナ
ー
に
努
め

ま
し
ょ
う
。

　
北
海
道
で
は
、７
月
13
日
を
《
飲

酒
運
転
根
絶
の
日
》
と
定
め
て
い
ま

す
。
飲
酒
運
転
を
な
く
す
た
め
に

は
、
市
民
一
人
一
人
が
《
飲
酒
運
転

を
し
な
い
、さ
せ
な
い
、許
さ
な
い
、

そ
し
て
見
逃
さ
な
い
》
を
合
言
葉

に
、
１
日
も
早
く
飲
酒
運
転
を
根
絶

し
、
安
全
で
安
心
な
社
会
が
実
現
さ

れ
る
よ
う
、
み
ん
な
で
飲
酒
運
転
ゼ

ロ
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

　
都
市
計
画
の
変
更
（
案
）
に
つ

い
て
、
縦
覧
と
意
見
書
の
提
出
が

で
き
ま
す
。

●
案
の
縦
覧

【
都
市
計
画
の
種
類
】
都
市
計
画

ご
み
焼
却
場
の
変
更

【
縦
覧
場
所
】
千
歳
市
ま
ち
づ
く

り
推
進
課
（
本
庁
舎
４
階
）

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧

可
。

●
意
見
書
の
提
出

　
住
民
お
よ
び
利
害
関
係
の
あ
る

方
は
、
縦
覧
に
供
さ
れ
た
都
市
計

画
の
変
更
（
案
）
に
つ
い
て
、
意

見
書
の
提
出
が
で
き
ま
す
。
提
出

さ
れ
た
意
見
書
の
要
旨
は
、
都
市

計
画
審
議
会
に
お
い
て
、
審
議
の

判
断
の
参
考
資
料
と
し
て
扱
わ
れ

ま
す
。

【
縦
覧
・
意
見
書
受
付
期
間
】

７
月
10
日
～
24
日
（
平
日
８
時
45

分
～
17
時
15
分
）　

※
郵
送
の
場
合
は
同
日
必
着
。

【
提
出
方
法
】
住
所
、
氏
名
、
連

絡
先
、
意
見
の
内
容
、
理
由
を
明

記
し
、
持
参
、
郵
送
、
FAX
ま
た
は

Ｅ
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
で
提
出
。

【
提
出
先
】
〒
066
‐
8686 

東
雲
町
２

丁
目
34　
千
歳
市 

企
画
部 

ま
ち

づ
く
り
推
進
課 

都
市
計
画
係

Ｅ
メ
ー
ル
： m

achi@
city.

chitose.lg.jp

都
市
計
画
の
変
更
（
案
）

縦
覧
の
お
知
ら
せ

ま
ち
づ
く
り
推
進
課

都
市
計
画
係


(24)
０
４
６
１

(22)
８
８
５
４

■FAX

本庁舎
４階 43

　

取
引
や
証
明
上
の
計
量
を
行
う

と
き
は
、《
検
定
証
印
》
な
ど
（
※

１
）
が
付
さ
れ
た
は
か
り
を
使
用

す
る
こ
と
が
法
律
で
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、
２
年
に
１
度
、
北
海
道

が
実
施
す
る
、
は
か
り
の
定
期
検

査
を
受
け
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
ま
す
（
※
２
）。

【
検
査
日
程
】
８
月
19
日
～
23
日

【
検
査
場
所
】
北
新
コ
ミ
セ
ン

※
前
回
（
令
和
４
年
８
月
）、
定
期

検
査
を
受
け
て
い
る
事
業
所
に
、

《
事
前
調
査
票
》を
送
っ
て
い
ま
す
。

今
回
、
初
め
て
定
期
検
査
を
受
検

す
る
方
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
前
回
の
定
期
検
査
後
に
は
か
り

を
新
た
に
購
入
ま
た
は
修
理
を
し

た
と
き
は
、
定
期
検
査
が
免
除
さ

れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
免
除

に
該
当
す
る
と
き
は
、
免
除
シ
ー

ル
を
貼
付
し
ま
す
の
で
、
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

は
か
り
定
期
検
査
を

行
い
ま
す

市
民
生
活
課

市
民
生
活
係


(24)
０
１
８
３

(27)
３
７
４
３

■FAX

第２庁舎
２階９

※１

検定証印 基準適合証印

※２
◀定期検査に合
格したはかりに
付けられる《定
期検査済証印》

【
開
設
期
間
】
９
月
20
日
㈮
ま
で

（
休
館
日
あ
り
）

【
開
設
施
設
】
信
濃
、
北
陽
、
日

の
出
、
向
陽
台
、
北
栄
、
東
、
末

広
の
各
小
学
校
と
駒
里
小
中
、
北

斗
中
、青
葉
市
営
プ
ー
ル（
10
か
所
）

【
一
般
開
放
】
○
火
・
木
曜
日
／

15
時
～
17
時

○
土
曜
日
／
10
時
～
17
時
（
昼
休

み
12
時
～
13
時
）

※
各
学
校
の
夏
休
み
期
間
中
は
、

火
・
木
・
土
曜
日
の
10
時
～
17
時
。

（
昼
休
み
12
時
～
13
時
）

市
営
・
学
校
プ
ー
ル
の

オ
ー
プ
ン
に
つ
い
て

本庁舎
１階 13

(22)
８
８
５
１

■FAX 
(24)
０
８
５
５

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

ス
ポ
ー
ツ
施
設
係

　

市
の
指
定
を
受
け
た
バ
ス
、

タ
ク
シ
ー
・
ハ
イ
ヤ
ー
、
公
衆
浴

場
、
温
泉
、
理
容
・
美
容
、
は
り
、

き
ゅ
う
、
あ
ん
ま
、
マ
ッ
サ
ー
ジ

に
利
用
で
き
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利

用
券
を
簡
易
書
留
郵
便
で
送
り
ま

す
。

※
す
べ
て
の
対
象
者
へ
の
配
達
が

完
了
す
る
ま
で
日
数
が
か
か
る
た

め
、
地
区
に
よ
り
到
着
が
前
後
す

る
こ
と
を
ご
了
承
願
い
ま
す
。
な

お
、
簡
易
書
留
の
再
送
は
行
い
ま

せ
ん
。

【
対
象
者・枚
数
】
下
の
表
の
と
お
り

【
支
給
期
間
】
７
月
下
旬
～
８
月

中
旬

※
配
達
期
間
が
過
ぎ
て
も
配
達
さ

れ
な
い
と
き
は
、
担
当
係
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
注
意
事
項
】

・
市
民
税
の
申
告
な
ど
が
な
い
と

き
は
対
象
に
な
ら
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

・
７
月
１
日
以
降
に
修
正
申
告
し
、

非
課
税
と
な
っ
た
と
き
も
対
象
と

な
り
ま
す
。

・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
券
は
、
１

枚
100
円
相
当
で
す
。

・
対
象
者
が
死
亡
、
ま
た
は
市
外

に
転
居
さ
れ
た
と
き
は
、
本
券
は

使
用
で
き
ま
せ
ん
。

・
回
数
券
な
ど
の
購
入
に
も
使
用 第２庁舎

１階７

(23)
６
７
０
０

■FAX

福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
券
を

簡
易
書
留
で
送
り
ま
す

高
齢
者
支
援
課

高
齢
福
祉
係


(24)
０
２
９
５

(23)
６
７
０
０

■FAX

障
が
い
者
支
援
課

障
が
い
福
祉
係

(24)
０
３
２
７

第２庁舎
１階６

高齢の方（担当：高齢者支援課）
◎�７月１日現在､市内に引き続き６か月以上住民登録があり､市民税が非課税の
満75歳以上の方 100枚

障がいのある方（担当：障がい者支援課）
◎�７月１日現在､市内に引き続き６か月以上住民登録があり､市民税が非課税で、次の①～⑤
のいずれかにあてはまる方

①身体障害者手帳１～２級の方、または療育手帳Ａ判定の方 200枚②人工透析を受けている方のうち、身体障害者手帳をお持ちの方
③身体障害者手帳または療育手帳をお持ちで､①か②に該当しない方

100枚④精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
⑤人工透析を受けている方のうち、身体障害者手帳をお持ちでない方

【
対
象
】
通
年
雇
用
を
め
ざ
し
、指

定
す
る
教
育
訓
練
機
関
で
資
格
取

得
を
希
望
す
る
季
節
労
働
者
の
方

【
助
成
額
】教
育
訓
練
に
か
か
る
経
費

の
50
％
以
内（
上
限
16
万
６
６
６
６
円
）

【
申
込
方
法
】
教
育
訓
練
を
開
始

す
る
前
に
直
接
申
し
込
み

※
助
成
予
算
額
に
達
し
た
時
点
で

受
付
を
終
了
し
ま
す
。

【
申
込
先
】
千
歳
市
季
節
労
働
者

通
年
雇
用
促
進
協
議
会
（
商
業
労

働
課
内
）

季
節
労
働
者
の
方
の
資
格
取

得
費
を
一
部
助
成
し
ま
す


(24)
０
６
０
２

(22)
８
８
５
１

■FAX

商
業
労
働
課

労
政
係

本庁舎
１階 11

　
《
保
健
福
祉
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
》

は
、
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
苦
情

解
決
に
あ
た
る
第
三
者
機
関
で

す
。
市
や
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
調
査

に
協
力
す
る
民
間
事
業
者
が
提
供

す
る
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
医
療

を
除
く
）
の
内
容
や
、
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
な
ど

に
つ
い
て
苦
情
の
申
し
立
て
が
で

き
ま
す
。
令
和
５
年
度
の
運
用
状

況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
苦
情
・
相
談
件
数
】
０
件

※
報
告
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

保
健
福
祉
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の

運
用
状
況
を
公
表
し
ま
す

福
祉
課

総
務
係


(24)
０
２
９
２

(27)
３
７
４
３

■FAX

第２庁舎
２階８

　
一
部
の
方
を
除
き
、
更
新
に
と

も
な
う
手
続
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。（
手
続
が
必
要
な
方
に
は
案

内
文
書
を
送
っ
て
い
ま
す
。）

　

引
き
続
き
資
格
が
あ
る
方
に

は
、
新
し
い
受
給
者
証
を
７
月
末

ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。

　
な
お
、《
子
ど
も
医
療
費
助
成
》

の
中
学
１
年
生
か
ら
中
学
３
年
生

ま
で
の
受
給
者
証
は
、「
希
望
者

の
み
」
に
発
行
し
ま
す
。

　
お
子
さ
ん
が
入
院
す
る
こ
と
に

な
っ
た
と
き
は
、
医
療
費
の
支
払

前
に
市
役
所
で
受
給
者
証
を
申
請

す
る
か
、
支
払
後
に
市
役
所
に
領

収
書
な
ど
を
持
参
し
、
助
成
金
の

申
請
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

で
き
ま
す
が
、
取
り
扱
い
の
有
無

な
ど
に
つ
い
て
は
、
指
定
事
業
者

に
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。（
指
定
事
業
者
は
サ
ー
ビ
ス

利
用
券
つ
づ
り
に
掲
載
し
て
い
ま

す
。）

【
そ
の
他
】
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用

券
の
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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相談

職員
募集

見る
学ぶ

い
つ
か
保
育
の
仕
事
を

し
て
み
た
い
人
セ
ミ
ナ
ー

第２庁舎
１階３

(23)
６
７
０
０

■FAX 
(24)
０
３
４
１

こ
ど
も
政
策
課

こ
ど
も
政
策
係

　
市
内
の
教
育
・
保
育
施
設
の
業

務
内
容
、
待
遇
の
ほ
か
、
子
育
て

支
援
員
の
資
格
取
得
方
法
、
保
育

士
就
学
資
金
貸
付
、
通
信
教
育
で

の
保
育
士
資
格
取
得
方
法
な
ど
に

関
す
る
情
報
を
お
伝
え
し
ま
す
。

【
対
象
】
保
育
に
関
し
た
資
格
を

取
り
、
保
育
の
仕
事
を
し
て
み
た

い
方
／
進
路
の
参
考
に
し
た
い
方

【
と
き
】
第
１
回 

７
月
30
日
㈫
、

第
２
回 

８
月
20
日
㈫
／
両
日
と

も
10
時
か
ら
10
時
30
分
ま
で
（
同

じ
内
容
）

※
10
時
30
分
か
ら
は
希
望
者
の
個

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

を
公
募
し
ま
す

高
齢
者
支
援
課

高
齢
福
祉
係


(24)
０
２
９
５

(23)
６
７
０
０

■FAX

第２庁舎
1階７

　
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

な
ど
の
整
備
を
計
画
的
に
進
め
る

た
め
、
事
業
者
を
公
募
し
ま
す
。

【
公
募
事
業
所
】①
介
護
老
人
福
祉

施
設　

１
事
業
所
（
定
員
60
人
）、

②
（
介
護
予
防
）
認
知
症
対
応
型

　

い
じ
め
や
不
登
校
な
ど
、
心

の
悩
み
を
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
専

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

に
よ
る
教
育
相
談

青
少
年
課

生
徒
指
導
係


(24)
０
８
５
９

(27)
３
７
４
３

■FAX

第２庁舎
２階 10

　
人
権
擁
護
委
員
が
、
家
庭
問
題
、

Ｄ
Ｖ
、
セ
ク
ハ
ラ
、
ス
ト
ー
カ
ー
、

差
別
や
い
じ
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
の
誹ひ

ぼ
う謗
中
傷
な
ど
、
人
権
に

関
わ
る
問
題
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

（
無
料
、秘
密
厳
守
、

予
約
不
要
）

【
と
き
】
８
月
２
日
㈮
13
時
～
16
時

【
と
こ
ろ
】
市
役
所
第
２
庁
舎
２

階　
会
議
室
５・６

【
人
権
擁
護
委
員
】（
敬
称
略
）

▼
蓬
田 

恒
春
▼
中
島 

巖

▼
谷
田 

秀
明
▼
山
本 

邦
江

▼
山
内 

雅
彦
▼
豊
田 

淳
治

▼
福
井 

恵
子
▼
加
賀 

誠

▼
温
井 

文
雄
▼
阿
蘓 

利
子

人
権
困
り
ご
と
相
談
所
を

開
設
し
ま
す

市
民
生
活
課

男
女
共
同
参
画
推
進
係

(24)
０
５
５
１

(27)
３
７
４
３

■FAX

第２庁舎
２階 9

保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭

リ
ク
ル
ー
ト
バ
ス
ツ
ア
ー

こ
ど
も
政
策
課

こ
ど
も
政
策
係

(24)
０
３
４
１

(23)
６
７
０
０

■FAX

第２庁舎
１階３

　
認
定
こ
ど
も
園
や
保
育
所
な
ど
を

バ
ス
で
巡
り
、
保
育
体
験
や
見
学
を

行
い
ま
す
。１
日
で
３
園
を
ま
わ
り
、

質
問
の
時
間
を
含
め
て
１
園
あ
た
り

40
分
程
度
滞
在
し
ま
す
。

【
対
象
】
保
育
士
、
幼
稚
園
教
諭

と
し
て
の
就
職
を
考
え
て
い
る

方
／
学
生
、
教
育
・
保
育
の
現
場

を
離
れ
て
い
た
方
も
歓
迎
。

【
と
き
】
９
月
19
日
㈭
／
８
時
40

分
～
12
時

※
市
役
所
前
で
集
合
・
解
散
。

【
見
学
場
所
】
認
定
こ
ど
も
園
千
歳

第
２
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
千
歳

春
日
保
育
園
・
千
歳
春
日
保
育
園
ポ

ケ
ッ
ト
、
ア
リ
ス
認
定
こ
ど
も
園

【
参
加
料
】
無
料

【
定
員
】
10
人
（
抽
選
）

【
申
込
】
７
月
16
日
～
８
月
16
日
／

次
の
二
次
元
コ
ー
ド

か
ら
申
し
込
み

※
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。　
　

医
療
的
ケ
ア
保
育
の

入
園
申
請
を
受
け
付
け
ま
す第２庁舎

１階３

(23)
６
７
０
０

■FAX 
(24)
０
３
４
０

こ
ど
も
政
策
課

保
育
係

　
集
団
保
育
の
中
で
医
療
的
ケ
ア

を
必
要
と
す
る
児
童
の
た
め
の
、

《
医
療
的
ケ
ア
保
育
》
の
入
園
申

請
を
受
け
付
け
ま
す
。

【
対
象
】
次
の
す
べ
て
の
要
件
を

満
た
す
児
童
／
▼
満
１
歳
以
上
の

児
童
▼
保
育
の
必
要
性
（
２・
３

号
認
定
）
が
あ
り
、
集
団
保
育
が

可
能
な
児
童
▼
保
護
者
に
よ
る
医

療
的
ケ
ア
の
提
供
の
も
と
、
在
宅

で
安
定
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
る

児
童
▼
同
行
受
診
や
面
談
、
医
療

的
ケ
ア
の
手
技
指
導
な
ど
、
主
治

医
と
の
適
切
な
連
携
が
可
能
で
あ

る
児
童

※
保
育
の
必
要
が
な
い
児
童
で

あ
っ
て
も
、
満
３
歳
以
上
（
１
号

認
定
）
で
あ
れ
ば
受
け
入
れ
の
対

象
と
し
ま
す
。

※
規
定
に
基
づ
く
選
考
の
上
、
入

園
の
可
否
を
決
定
し
ま
す
。

【
入
園
日
】
令
和
７
年
４
月
１
日

【
申
込
】８
月
19
日
～
９
月
６
日
／

こ
ど
も
政
策
課
窓
口
で
申
し
込
み

※
医
療
的
ケ
ア
児
受
入
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
お
よ
び
申
請
書
類
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
ほ
か
、

こ
ど
も
政
策
課
窓
口
で
も
配
布
し

て
い
ま
す
。
郵
送
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
担
当
ま
で
お
電
話
く
だ
さ

い
。

公募

特
別
支
援
保
育
の

入
園
申
請
を
受
け
付
け
ま
す第２庁舎

１階３

(23)
６
７
０
０

■FAX 
(24)
０
３
４
０

こ
ど
も
政
策
課

保
育
係

　
障
が
い
な
ど
に
よ
り
、
集
団
保

育
の
中
で
支
援
を
必
要
と
す
る
児

童
の
た
め
の
、《
特
別
支
援
保
育
》

の
入
園
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

【
対
象
】
次
の
す
べ
て
の
要
件
を

満
た
す
児
童
／
▼
満
３
歳
以
上
で

保
育
認
定
（
２
号
認
定
）
を
受
け

る
児
童
▼
通
所
受
給
者
証
の
交
付

を
受
け
て
い
る
児
童
▼
継
続
的
な

通
園
、
集
団
で
の
保
育
が
可
能
な

児
童
▼
そ
の
他
特
に
特
別
支
援
保

育
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

児
童

※
保
育
の
必
要
が
な
い
児
童
（
１

号
認
定
）
は
、
市
立
認
定
こ
ど
も

園
の
み
入
園
可
。

※
規
定
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、

入
園
の
可
否
を
決
定
し
ま
す
。

【
入
園
日
】
令
和
７
年
４
月
１
日

【
申
込
】８
月
19
日
～
９
月
６
日
／

こ
ど
も
政
策
課
窓
口
で
申
し
込
み

※
こ
ど
も
政
策
課
窓
口
に
て
、
入

園
の
説
明
と
資
料
の
配
布
を
行
い

ま
す
。
資
料
の
郵
送
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
担
当
ま
で
お
電
話
く
だ

さ
い
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ 

「
ち
と
せ
の
緑
を
考
え
よ
う
」

都
市
整
備
課

主
査（
公
園
計
画
担
当
）

(24)
３
１
６
９

(22)
８
８
５
３

■FAX

本庁舎
３階31

　
《
千
歳
市
緑
の
基
本
計
画
》
の
改

定
に
向
け
た
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
開
催
し
ま
す
。
市
の
緑
に
つ
い

て
、
一
緒
に
お
話
し
し
ま
せ
ん
か
。

【
対
象
】
市
内
に
居
住
ま
た
は
通

勤
・
通
学
し
て
い
る
方

【
と
き
】
７
月
21
日
㈰ 

10
時
～
12
時

【
と
こ
ろ
】
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

402
号

【
参
加
費
】
無
料

【
定
員
】
20
人
程
度
（
申
込
順
）

【
申
込
】
７
月
18
日
㈭
ま
で
／
次

の
二
次
元
コ
ー
ド
ま
た
は
Ｅ
メ
ー

ル
、
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、

郵
送
、
都
市
整
備
課

窓
口
の
い
ず
れ
か
で

申
し
込
み

【
申
込
先
】
〒
066
‐
8686 

東
雲
町
２

丁
目
34　
建
設
部 

都
市
整
備
課

Ｅ
メ
ー
ル
：toshiseibi@

city.
chitose.lg.jp

　
《
会
計
年
度
任
用
職
員
》と
は
、

１
会
計
年
度
（
４
月
１
日
～
３

月
31
日
）
内
の
定
め
ら
れ
た
期

間
で
勤
務
す
る
非
常
勤
の
地
方

公
務
員
で
す
。

会
計
年
度
任
用
職
員

（
午
睡
保
育
士
）
募
集

こども園
つばさ

(24)
９
２
０
０

■FAX 
(24)
９
２
０
０

認
定
こ
ど
も
園

つ
ば
さ

【
募
集
職
種
・
人
員
】
保
育
士
（
午

睡
保
育
）／
１
人

【
勤
務
内
容
】
保
育
の
業
務
（
お

も
に
午
睡
担
当
・
㈯
の
み
保
育
補

助
）

【
勤
務
場
所
】
認
定
こ
ど
も
園
つ

ば
さ

【
勤
務
形
態
】
週
20
時
間
（
交
代

勤
務
あ
り
）／
㈪
～
㈮
12
時
か
ら

15
時
15
分
の
間
の
３
時
間
勤
務
、

㈯
12
時
か
ら
19
時
の
間
の
５
時
間

勤
務

【
選
考
方
法
】書
類
審
査
、面
接（
日

程
は
後
日
連
絡
）

【
報
酬
】
月
額
９
万
２
７
０
円

【
任
用
期
間
】
令
和
７
年
３
月
31

日
ま
で

【
申
込
方
法
】
申
込
書
（
市
指
定

用
紙
）
な
ど
の
必
要
書
類
を
担
当

に
郵
送
か
持
参

※
申
込
書
類
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
入
手
可
。

【
申
込
先
・
詳
細
】
〒
066
‐
0028 

花

園
４
丁
目
３
‐
１　
認
定
こ
ど
も

園
つ
ば
さ

門
的
な
立
場
で
助
言
・
援
助
を

行
い
ま
す
。

【
対
象
】
児
童
・
生
徒
、
保
護
者

な
ど

【
と
き
】
７
月
25
日
、
８
月
19
、

26
日
、
９
月
２
、
11
日
、
10
月
１

日
／
９
時
～
15
時

【
と
こ
ろ
】
市
役
所
第
２
庁
舎
２
階

相
談
室
６

【
申
込
】
前
日
ま
で
の
予
約
制

別
相
談
を
受
け
ま
す
。

【
と
こ
ろ
】
市
役
所
第
２
庁
舎
１

階
会
議
室
１

【
申
込
】
８
月
19
日
㈪
ま
で
／
次

の
二
次
元
コ
ー
ド

か
ら
申
し
込
み

※
当
日
の
参
加
可
。

※
子
ど
も
同
伴
可
。

【
活
動
内
容
】
廃
棄
物
の
減
量
と

適
正
な
処
理
に
関
す
る
審
議
、
調

査
な
ど

【
対
象
】
①
市
内
に
居
住
ま
た
は
通

勤
・
通
学
し
て
い
る
方
、
②
年
齢
が

満
18
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
、
③
年

間
数
回
、
平
日
の
日
中
に
開
催
す
る

会
議
に
出
席
で
き
る
方

【
募
集
人
員
】
４
人

【
報
酬
】
会
議
１
回
５
７
０
０
円

（
交
通
費
別
途
支
給
）

【
任
期
】
令
和
６
年
11
月
か
ら
２
年
間

【
応
募
方
法
】
応
募
用
紙
に
所
定
事

項
を
記
入
し
、
作
文
「
千
歳
の
ご

み
に
つ
い
て
思
う
こ
と
」（
４
０
０

字
程
度
）
と
と
も
に
郵
送
、
持
参
、

Ｅ
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
で
提
出

※
応
募
用
紙
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
入
手
可
。

【
募
集
期
間
】
７
月
10
日
～
25
日

【
応
募
先
】
〒
066
‐

0012  

美
々
758
‐
54

環
境
セ
ン
タ
ー
廃
棄
物
管
理
課
総
務
係  

Ｅ
メ
ー
ル
：haikibutsukanri@

city.chitose.lg.jp

廃
棄
物
減
量
等
推
進
審
議
会

委
員
を
募
集
し
ま
す

廃
棄
物
管
理
課

総
務
係


(40)
６
９
６
９

(23)
２
４
９
２

■FAX

環境セ
ンター

共
同
生
活
介
護　
２
事
業
所
（
合

計
定
員
27
人
）

【
応
募
期
限
】
①
８
月
20
日
㈫
／

②
９
月
６
日
㈮

※
北
海
道
の
令
和
７
年
度
補
助
金

対
象
予
定
事
業
所
の
公
募
で
す
。

公
募
要
領
な
ど
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

空
港
開
港
100
年
記
念
事
業

ロ
ゴ
マ
ー
ク
な
ど
の
市
民
投
票

企
画
部
主
幹

（
空
港
開
港

100
年
担
当
）

(24)
０
２
７
７

(22)
８
８
５
２

■FAX

本庁舎
２階25

　
令
和
８
年
10
月
22
日
に
、
空
港

開
港
100
年
の
節
目
を
迎
え
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
に
記
念
ロ
ゴ
マ
ー
ク

と
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を
募
集

し
、
ロ
ゴ
マ
ー
ク
528
点
、
キ
ャ
ッ

チ
フ
レ
ー
ズ
２
２
８
９
点
の
ご
応

募
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
作
品

（
ロ
ゴ
マ
ー
ク
11
点
、
キ
ャ
ッ
チ

フ
レ
ー
ズ
11
点
）
に
つ
い
て
投
票

し
て
い
た
だ
き
、
そ
の
結
果
を
も

と
に
《
千
歳
市
空
港
開
港
100
年
記

念
事
業
実
行
委
員
会
》
で
受
賞
作

品
を
決
定
し
ま
す
。

※
投
票
い
た
だ
い
た
方
の
中
か
ら
、

抽
選
で
30
人
に
「
空
港
関
連
グ
ッ

ズ
」
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

【
投
票
資
格
】
市
内
に
居
住
ま
た

は
通
勤
・
通
学
し
て
い
る
方

【
審
査
基
準
】
空
港
開
港
100
年
記
念

に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
っ
た
作
品

【
投
票
】
７
月
10
日
～
26
日
（
17

時
ま
で
）／
次
の

二
次
元
コ
ー
ド

ま
た
は
投
票
用
紙

で
投
票

※
市
役
所
（
市
民
ホ
ー
ル
）、各
支

所
、
イ
オ
ン
千
歳
店
（
１
階
フ
ー

ド
コ
ー
ト
内
）、
ち
と
せ
モ
ー
ル

（
２
階
掲
示
板
前
）
で
投
票
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
募
集
職
種
・
人
員
】
認
定
調
査

員
Ｂ
／
１
人

【
勤
務
内
容
】
介
護
保
険
の
介
護
認

定
申
請
者
に
対
す
る
訪
問
調
査

【
応
募
資
格
】
①
～
③
の
す
べ
て

の
条
件
に
当
て
は
ま
る
方

①
次
の
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有

し
、
記
録
業
務
の
経
験
が
あ
る
／

居
宅
介
護
支
援
専
門
員
・
保
健
師
・

看
護
師
・
社
会
福
祉
士
・
理
学
療

法
士
・
作
業
療
法
士
、
②
普
通
自

動
車
運
転
免
許
を
有
し
、
市
内
お

よ
び
近
隣
市
町
村
へ
の
運
転
が
可

能
、
③
Ｗ
ｏ
ｒ
ｄ
の
操
作
が
可
能

【
報
酬
】
日
額
９
０
３
５
円
～

９
７
０
０
円
／
社
会
保
険
・
雇
用

保
険
適
用

【
任
期
】
令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で

【
勤
務
場
所
】
高
齢
者
支
援
課

【
選
考
方
法
】
書
類
審
査
、
面
接

（
日
程
は
後
日
連
絡
）

【
申
込
方
法
】
申
込
書
（
市
指
定

用
紙
）、
資
格
証
明
書
の
写
し
を

持
参
ま
た
は
郵
送
（
簡
易
書
留
）

【
詳
細
・
申
込
】
〒
066-

8686 

東
雲

町
２
丁
目
34　
千
歳
市 

保
健
福
祉

部 

高
齢
者
支
援
課 

介
護
認
定
係

会
計
年
度
任
用
職
員
を

募
集
し
ま
す


(24)
０
２
９
８

(23)
６
７
０
０

■FAX

高
齢
者
支
援
課

介
護
認
定
係

第２庁舎
１階７
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【
第
２
庁
舎
１
階
２
】

　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（24）
０
２
７
４

　
　

           

　

　 

（23）
６
７
０
０

国
保
医
療
課

国
保
給
付
係

FAX

新
し
い
国
民
健
康
保
険
証
を

郵
送
し
ま
す

　
お
手
元
に
あ
る
《
千
歳
市
国

民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
》
の

有
効
期
限
は
、
７
月
31
日
ま
で

で
す
。

　
新
し
い
保
険
証
（
一
人
１
枚

の
カ
ー
ド
様
式
）
は
、
７
月
31

日
ま
で
に
、
確
実
に
お
手
元
に

届
く
よ
う
、
簡
易
書
留
郵
便
で

住
民
登
録
の
あ
る
住
所
に
送
り

ま
す
。

　
長
期
不
在
な
ど
で
保
険
証
を

受
け
取
れ
な
い
方
は
、
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

※
別
に
通
知
の
あ
る
方
は
、国
保

医
療
課
で
更
新
手
続
が
必
要
で
す
。

７
月
は
、
国
民
健
康
保
険

料
と
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
【
第
２
期
】
の
納
付

月
で
す

有害ごみの分別について
廃棄物対策課 廃棄物対策係
((23)2110   ▪ＦＡＸ (23)2492

【有害ごみは、火事の元！】
　電池、蛍光管（ＬＥＤ製を除
く。）、ライター、スプレー缶、
カセットボンベなどは、「有害
ごみ」となります。
　特に、リチウムイオン電池を
使用した家電製品などは、衝
撃が加わることにより、発熱・
破裂・発火と火災のリスクを高
めます。
　そのため、「燃やせないごみ」

（黄色の指定袋）ではなく、「有
害ごみ」（無地袋、レジ袋など）
と袋に目立つように表示し、適
切な分別にご協力をお願いしま
す。

【大型ごみは環境センターへ】
　布団、じゅうたん、ベッドマッ
トなどは素材としては「燃やせ
るごみ」ですが、根志越の焼
却施設の搬入基準（サイズ制
限）を超えるため、「燃やせる
ごみ」ではなく、「大型ごみ」
として美々の環境センターで受
け入れしています。
　ごみを直接搬入するときは、
ご注意ください。

７
月の

ご
み

減

量・リ サ イクル
標

語

すてないで　　
へんしんできるこ  いるかもよ

齋
さいとう

藤　 心
こころ

 さんの作品

市
民
病
院
の

職
員
募
集

市
民
病
院
事
務
局

総
務
課
総
務
係

(24)
３
０
０
０

市民病
院２階

内線 8233

■FAX
(24)
３
０
０
５

リサイクル　
千歳の未来　まもろうよ

小
お だ

田　 楓
かえで

 さんの作品

職種／
採用予定人員 受 験 資 格 採用予定日

➊放射線技師／
若干名

▶�令和６年度中に行われる国家試験におい
て、放射線技師免許を取得見込みの方

令和７年５月１日
( 令和７年４月１日から会計年度任
用職員として採用予定 )

➋臨床検査技師／
１人

�▶�臨床検査技師の資格を有し（見込み可）、
平成７年４月２日以降に生まれた方

令和７年４月１日、見込者は令和７
年５月１日 ( 令和７年４月１日から
会計年度任用職員として採用予定 )

➌臨床工学技士／
若干名

▶�令和６年度中に行われる国家試験におい
て、臨床工学技士免許を取得見込みの方

令和７年５月１日
( 令和７年４月１日から会計年度任
用職員として採用予定 )

➍理学療法士／
若干名

�▶�令和６年度中に行われる国家試験におい
て、理学療法士免許を取得見込みの方

令和７年５月１日 ( 令和７年４月１
日から会計年度任用職員として採用
予定 )

➎作業療法士／
若干名

▶�作業療法士の資格を有し（見込み可）、
平成７年４月２日以降に生まれた方

令和６年 12 月１日または令和７年
１月１日 ( 応相談 )、見込者は令和７
年５月１日 ( 令和７年４月１日から
会計年度任用職員として採用予定 )

➏病院事業職員／
１人(一般事務職)

▶�令和７年３月に４年制大学を卒業見
込みの方 令和７年４月１日

職種／採用予定人員 勤 務 時 間 給 料 ( 月 額 )

➐外来看護師／１人 8:30 ～ 13:00　内４時間勤務 114,787 円 ～118,967 円

➑看護助手／若干名
6:00 ～ 21:00　内７時間勤務
シフト制
※配属先により始業時間変更あり。

161,767 円 ～182,812 円
※�資格・経験不問。（介護福祉士や

ホームヘルパーなどの資格をお
持ちの方は、賃金を加算します）

➒医師事務作業
　補助者／１人 8:30 ～ 17:00　内７時間勤務

146,412 円～171,251円
※�資格・経験不問。（資格をお持ち

の方は、賃金を加算します）
※エクセル、ワードができる方希望。

➓健診センタークラーク
／１人 8:00 ～ 12:30　内４時間勤務

83,664 円～ 88,206 円
※エクセル、ワードができる方希望。
※勤務時間は原則 8:30～12:30。

　
➐
～
➓
の
身
分
は
会
計
年
度
任

用
職
員
で
す
。

【
試
験
方
法
】
➊
～
➎
性
格
適
性

検
査
・
小
論
文
・
個
別
面
接
、
➏

第
１
次
試
験
：
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ａ
、
第
２

次
試
験
：
小
論
文
・
個
別
面
接
、

➐
～
➓
面
接

【
試
験
日
程
】
➊
11
月
９
日
㈯
、

➋
➌
10
月
６
日
㈰
、
➍
➎
10
月
20

日
㈰
、
➏
第
１
次
試
験
：
９
月
30

日
～
10
月
16
日
、
第
２
次
試
験
：

10
月
26
日
㈯
、
➐
～
➓
随
時

【
会
場
】➏
の
第
１
次
試
験
会
場
は
、

全
国
各
地
に
あ
る
テ
ス
ト
セ
ン
タ
ー

会
場
。
そ
れ
以
外
は
市
民
病
院
。

【
給
与
】
➊
～
➏
市
民
病
院
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
申
込
】
➊
11
月
５
日
㈫
ま
で
、

➋
➌
９
月
30
日
㈪
ま
で
、
➍
➎
10

月
15
日
㈫
ま
で
、
➏
９
月
20
日
㈮

ま
で
、
➐
～
➓
随
時
／
申
込
書

類
を
持
参
ま
た
は
郵
送　

〒
066-

8550　
北
光
２
丁
目
１ -  

１

市
立
千
歳
市
民
病
院 

事
務
局 

総

務
課 

総
務
係
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